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令和７年度事業計画書 

 

はじめに 

 

（１）令和６年度の概況 

世界の経済や安全保障、地球温暖化、少子高齢化等社会課題が山積する中、自動車や道

路交通分野では協調型運転支援システム、コネクテッドカーや自動運転など、新たなＩＴ

Ｓサービスが順次実用化されつつある。 

その中で、国内自動車市場は、一部生産停止の影響を受けたものの、年度通期では 

４５５万台（前年度比１００％）と前年度並み販売台数を確保する見通しである。 

当機構の基幹事業については、セットアップ情報発行事業は総セットアップ件数が 

６７１万件（前年度比１０４％）、暗号鍵（注１）提供事業は提供件数合計が２，４０７万

件（前年度比１１０％）となる見込みである。 

運営面においては、セットアップ登録店における業務効率改善とお客様の利便性向上を

目指し、新セットアップシステムへの移行を開始した。また、２０３０年頃までを予定し

ているＥＴＣの新セキュリティ移行についての課題整理・環境整備への取り組みも強化し

た。 

これらの結果、経常収益は約４６億円（予算比１０４％、前年度比１０２％）、経常費用

は、新セットアップシステム移行に伴う開発費増加等により約４８億円（予算比９０％、

前年度比１３７％、前年度差約１３億円増）、当期経常損失は約１．４億円となる見込みで

ある。 

 

（２）令和７年度の事業環境 

モビリティの多様化、通信や情報セキュリティの高度化等が進む社会において、ＩＴＳ

関連サービスやＥＴＣを取り巻く環境も大きく変化しようとしている。 

ＥＴＣ／ＥＴＣ２．０車載器需要への影響が大きい国内新車販売台数については、中期

的には漸減していく見通しである。しかしながら、足元では半導体不足の解消、一部メー

カーの生産再開などもあり、横ばい傾向が続いている。これらを踏まえ、当機構では令和

７年度の新車販売台数は、４５５万台（前年度比１００％）程度と見込んでいる。 

また近年、情報セキュリティ技術が進展する一方、サイバー攻撃も高度化・複雑化が進

んでおり、これらへの対処は当機構の重要課題であると認識している。 

 

（３）令和７年度の事業見通し 

当機構の主要事業の一つであるセットアップ業務については、令和６年度下期から、専

用タブレットとアプリケーションを使った新方式への移行を、一部のセットアップ登録店
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で開始した。令和７年度も引き続き新方式への移行を進め、利用者と登録店の利便性向上

を図りつつ、システムの安定運用体制を構築していく。 

各収益指標については、ＥＴＣセットアップ情報発行数６７３万件（前年度比１００％）、

暗号鍵（注１）提供件数２，３４４万件（同９７％）を見込んでいる。 

費用については、新セットアップシステム構築に伴い減価償却費、通信費等の増加を予

定している。 

これらの結果、当機構全体の経常収益は約４６億円（前年度比１００％）、経常費用は約

６３．５億円（同１３４％）、当期経常損失は約１７．５億円となる見込みである。 

 

（４）令和７年度の取組み 

以上の状況を踏まえ、以下の方針を定め事業を推進していく。 

 ①基幹事業の深化 

(ｱ) ＳＰＦ（注２）業務の堅牢化と高度化 

継続・計画的な業務基盤強化並びに新セットアップシステム導入の完遂及び安定運用  

(ｲ) セキュリティ移行関連業務の支援 

移行推進の加速を目指した活動の強化 

(ｳ) 事業パートナーとの連携（ＨＵＢ機能）強化 

機構活動・成果の「発信・共有」の強化 

②社会環境の変化に応じた新たなＩＴＳサービスへの貢献 

(ｱ) 将来に向けた調査研究・業務テーマへの対応 

ＥＴＣ・ＩＴＳ関連情報の収集と整理 

(ｲ) プローブ情報の利活用検討 

利活用に向けた諸課題対応の支援 

(ｳ) ＩＴＳ通信サービス等に関する動向研究の推進 

次世代ＩＴＳ開発構想進展を前提に、新たな通信サービスへの貢献検討 

③事業運営・体制の強化 

(ｱ) 事業推進・ガバナンス体制の強化  

リスク・コンプライアンス・ハラスメント対応の実践と定着、ＩＴ基盤拡充による

業務改善と情報セキュリティ対応強化及び働き方改革の推進 

(ｲ) 将来を見据えた事業運営の検討 

(注１)暗号鍵：車ＳＡＭ（注３）用鍵、ＥＴＣカード用鍵及びＥＴＣ路側機用鍵。 

 

(注２)ＳＰＦ：Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｐｌａｔｆｏｒｍの略語。当機構はＥＴＣ／ＥＴＣ２．０及びＩＴＳ 

ＣｏｎｎｅｃｔのＳＰＦを提供している。 
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(注３)ＳＡＭ：Ｓｅｃｕｒｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｍｏｄｕｌｅの略語。ＥＴＣの通信に関する情

報の管理と処理を行う機能を有するモジュールであり、車載器に実装される車載器ＳＡ

Ｍ（車ＳＡＭ）と路側機に実装される路側機ＳＡＭ（路ＳＡＭ）がある。 
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１  鍵発行事業 

 

（１）総括 

ＥＴＣの識別処理情報及びＥＴＣ２．０の識別情報については、前年度に引き続き車

ＳＡＭ製造者、ＥＴＣ２．０車載器製造者、ＥＴＣカード発行者、路側機製造者、道路

会社等からの申請に基づいて、またＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔセキュリティ情報について

は、機器製造者等のエンティティからの申請に基づいて、必要な鍵情報等を発行する。 

＊注釈：ＥＴＣ識別処理情報、ＥＴＣ２．０識別情報、ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔセキュリティ情報の

ことを、以下鍵情報という。 

 

（２）鍵情報等の発行・格納 

①ＥＴＣの鍵情報 

車ＳＡＭ用４２０万件（前年度比９９％）、ＥＴＣカード用１，９２４万件（同 

９７％）、路ＳＡＭ用６６９件（同１１３％）の発行を計画している。 

車ＳＡＭ用は新車発売動向にあわせ横ばい、ＥＴＣカード用は前年度がクレジットカ

ード更新ピークの年度であり対前年－３％減少する見込みである。路ＳＡＭ用は引き続

き老朽化更新の需要などで増加する見込み。 

 

 

 

 



- 5 - 

 

②ＥＴＣ２．０の鍵情報等 

ＥＴＣ２．０車載器用２４３万件（前年度比１０５％）、路側機用４５０件（同 

２６２％）の発行を、また、ＥＴＣ２．０対応カーナビのＥＴＣ２．０車載器との接

続件数は１９５万件（同１０４％）を計画している。 

ＥＴＣ２．０車載器は、ＥＴＣ２．０普及の進展により＋５％成長、カーナビは、Ｅ

ＴＣ２．０車載器の伸びに伴い＋４％成長の計画とした。路側機は老朽化更新の需要を

見込んで引き続き大きく増加する計画とした。 

 

 

 

  ③ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔの鍵情報 

    車載機用は１５．０万件（前年度比１００％）の発行を計画している。 

 

（３）相互接続性確認試験運営及び型式登録 

①試験環境の運営 

(ｱ) 車載器製造者が実施する相互接続性確認試験について適正な管理運営に努め、車載

器製造者、ＥＴＣカード発行者、路側機製造者、道路会社等の申請に基づいて試験用

鍵や試験用カードを貸与する。 

(ｲ) ＥＴＣ２．０対応カーナビ機能確認装置を使用し、車載器／カーナビ製造者から提

出された走行履歴情報の整合性等の確認を行う。 
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(ｳ) 車載器製造者、カーナビ製造者が実施するＥＴＣ２．０車載器のＥＴＣ２．０プロ

ーブ情報収集試験について、実道走行試験の実施に必要なセットアップカードを貸与

するとともに、収集されたＥＴＣ２．０プローブ情報の整合性等の確認を行う。 

②車載器等の型式登録 

(ｱ) ＥＴＣ車載器について、相互接続性確認試験により車載器と路側機の接続性が確認

された車載器に対して型式登録番号を付与し、セットアップを可能とする。 

(ｲ) ＥＴＣ２．０車載器について、相互接続性確認試験およびＥＴＣ２．０プローブ情

報収集試験により車載器と路側機の接続性が確認された車載器に対して型式登録番号

を付与し、セットアップを可能とする。 
(ｳ) ＥＴＣ２．０対応カーナビについては、機能確認およびＥＴＣ２．０プローブ情報

収集試験終了後に、製造者の申請に基づいてＥＴＣ２．０対応ナビ型式登録番号を交

付する。 

 

（４）情報発行システムの整備・運用 

①ＥＴＣ鍵発行システム 

ＤＳＲＣ鍵発行システムの更新のために令和６年度に基本設計を実施した。令和７年

度はシステム更新を実施する。 

鍵データ転送装置については、令和３年度から一部エンティティとネットワークを介

した運用を開始した。令和７年度はさらに接続先エンティティを増やし、エンティティ、

当機構双方の業務効率と安全性の向上を図る。 

②新セットアップシステムの構築 

中長期計画の検討において、セットアップ登録店のＰＣを利用する現在のセットアッ

プシステムでは登録店毎に環境が異なるＷｉｎｄｏｗｓやブラウザ等各種ソフトウェア

の設定情報やアップデートに係る運用上の課題が解決できないため、専用端末化による

新セットアップシステムの開発を進めており、令和４年度に基本設計を完了し、令和５

年度に開発を開始した。令和６年度は開発の完了および一部登録店での運用を開始した。

令和７年度末までに全ての開発を完了し、登録店の移行完了を目指す。 

新セットアップシステムでは専用端末化に伴い、セットアップ業務のＤＸ化を実現す

るべく、効率化、生産性向上を目指した運用方法の見直しを行うとともに、ペーパーレ

ス化、電子車検証のサポート等の業務効率及び利便性を向上させる機能を備える設計と

している。 

③ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ鍵発行システム 

ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ鍵発行システムは令和６年度から基本設計に着手しており、

令和７年度はシステム更新を実施する。 

    ④システム整備の中長期計画に関する検討 

    機構の基幹システムを効果的・効率的・安定的に稼働させるための中長期的視点によ
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るシステムの整備計画について検討、整備を実施中。 

 令和３年度に開始した基幹システムの中核となるネットワークシステムの刷新は着実

に進めており、令和４年度から一部システムで運用を開始し、令和５年度に、ＥＴＣ鍵

発行システム、セットアップ管理システム等のシステム間接続を実施、順次更新に合わ

せて新ネットワークシステムへの移行を実施し、令和６年度に、新セットアップシステ

ムのシステム間接続を実施した。令和７年度には、下記の新たなＤＣへの接続等を実施

する。 

 大規模災害へ対応した新たなＤＣ配置計画についても検討を進めており、令和５年度

にＤＣ選定要件を策定し、令和５年度から６年度にかけて現地確認を含めた評価を実施

した。現在利用しているＤＣの一つが再開発により収去する必要があるため、令和７年

度に移転先を決定し、新たなＤＣへ移転する。 
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２  セットアップ事業 

 

（１）総括 

適切なセットアップ業務推進に向けた事業基盤の整備及び強化にあたり、各種業務改善

の取組みがセットアップ店での正確且つ効率的な業務遂行及びお客様サービス向上に繋が

っているか、顧客の視点から店舗対応力の強化を進めていく。この手段として、講習会や

セットアップ登録店訪問調査など現地現物の実践を通じた実態把握により、適切なセット

アップ業務を推進していく。 

特に、令和６年度後半から一部店舗での運用を開始した新セットアップシステムについ

て、令和7年度は全店舗への機器配付と実運用の切り替えを完了すべく、移行計画に沿っ

て着実に進めていく。また、既に運用を開始した店舗からの情報収集を行い、システム・

運用の両面から課題を抽出して改善対応につなげていく。 

セットアップ事業者連絡会の事務局として引き続き活動を推進し、道路会社や他団体と

の連携を図り、セキュリティ規格変更やＥＴＣ２．０の認知度向上および普及促進活動支

援等への課題に対応していく。 

 

（２）セットアップ情報の発行 

ＥＴＣセットアップ情報発行総件数は、物価高の影響等により新車販売の先行きが不透

明であることから、前年度と同水準の６７３万件（前年度比１００％）を計画する。 

この内、ＥＴＣ２．０は、ＥＴＣからの代替が更に進むことから３２４万件（同１０８％）

を計画する。 
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＜令和７年度ＥＴＣセットアップ計画＞ 

 

  

（３）適切なセットアップ業務推進に向けた事業基盤の整備及び強化 

セットアップ事業者・セットアップ登録店において、適正かつ効率的なセットアップ業

務の推進に向けた以下の取組みを行う。特に、新セットアップシステムについては、全登

録店での移行を完了するため、必要な準備を漏れの無いよう、計画的に実施していく。 

①新セットアップシステムへの移行完遂 

全ての登録店へ専用端末等必要な機材を配備し、新システムでの運用に切り替えるべ

く、キッティングから配付の実行管理、一定期間後の旧貸与機器の回収など、必要な対

応を漏れの無いよう実施する。また、既に運用を開始しているセットアップ登録店から、

新システムの使い勝手や不具合等の情報を収集し、システム・運用の両面から課題を抽

出して改善対応につなげていく。 

なお、一部の業態に対応した機能や、二輪車のセットアップに必要な個別機能につい

ては、現場の実態に沿った仕様をシステム部と調整し、開発と実装を行う。 

②業界全体課題に関する対応 

セキュリティ規格変更問題等、業界全体の課題について、セットアップ事業者・セッ

トアップ登録店と関係機関をつなぐハブ機能としての役割を果たすべく、必要な調整に

あたる。特に、新セキュリティ規格への円滑な移行に資する施策について、セットアッ

プ事業者連絡会等を通じて事業者と連携し検討していく。 
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③運用ルールの遵守、徹底に関する指導・監督 

(ｱ) セットアップ業務における基本事項を徹底するため、引き続きセットアップ事業者

を対象としたセットアップ統括責任者講習会を定期的に開催する。 

(ｲ) セットアップ登録店の実態把握やセットアップ業務の指導を目的としたセットアッ

プ登録店訪問調査を今年度も重点調査項目を設定し実施する。 

④規程等各種ルール、マニュアルの見直し 

適切なセットアップ業務推進に向け、各種ルールを点検の上、規程類・業務マニュア

ル及び帳票等の見直しを適宜実施する。また、新セットアップシステム導入に対応した

規程や運用ルールの点検と見直しを適宜行う。 

⑤セットアップ関連窓口の的確な運用とインシデント管理 

有事におけるＢＣＰ対策として、実効性の定期点検を目的としたＢＣＰ拠点（札幌）

での訓練を引き続き実施する。加えて、新セットアップシステムのＢＣＰ対応として、

昨年度の活動成果である必要な運用の洗い出しとその対応計画を基に、具体的対応を進

めていく。また、窓口業務を始めとする委託業務についても、その主軸を新セットアッ

プシステム対応へ円滑に移行すべく、委託先との間で協議し運用していく。 
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３  普及促進、広報、調査等 

 

（１）総括 

ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の普及拡大に向け、国や道路会社及びＥＴＣ運用連絡会議、Ｄ

ＳＲＣ運用連絡会議、セットアップ事業者連絡会などと連携し、ユーザーへ向けた広報及

び普及促進策を企画検討し実施する。 

 

（２）ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の普及促進に向けた各種料金の引き下げ 

当機構が徴収する各種情報料金について、引き続き料金の引き下げを継続し、国及び道

路会社の展開する普及促進活動を支援する。 

 

（３）ユーザーのための広報活動  

国や道路会社等が発信するセキュリティ規格変更やＥＴＣ専用化をはじめＥＴＣ及びＥ

ＴＣ２．０に関する情報を集約し、ＥＴＣ総合情報ポータルサイトや印刷物、及びイベン

トを通じてタイムリーに提供し、ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０に関する理解や普及促進を図る。 

①ＥＴＣ総合情報ポータルサイト 

国や道路会社等が発表する新たな施策等をユーザー視点でより分かり易く情報発信す

る。 

②ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０普及促進広報活動 

(ｱ) ＥＴＣ運用連絡会議及びＤＳＲＣ運用連絡会議と連携し，ＪＥＩＴＡなどが開催す

るイベントに参加し，普及促進を図る。 

(ｲ) 各道路会社の料金改定等に合わせて、料金制度やＥＴＣ割引をわかりやすく解説し

たガイドブック等を作成する。 

(ｳ) 道路会社と連携し、会社が発行する冊子等への広告出稿による普及促進活動を行う。

同時にその媒体を活用してＥＴＣ関連のＷｅｂアンケート調査を行うとともに、Ｅ

ＴＣ総合情報ポータルサイトへの誘導を図り、ＥＴＣに関連する各種情報の発信を

行う。 

③ＥＴＣ便覧の発行 

ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０に関係する事業者や研究者等への情報提供を行うため、それ

らの仕組みや普及状況、海外事例等を取りまとめた「ＥＴＣ便覧（令和７年版）」を編集・

発行する。 

 

（４）ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０に関する市場の実態調査  

市場動向を把握するための基礎調査として、車載器の実勢価格調査などを実施・分析す

る。 
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（５）ＥＴＣお問い合わせ窓口の運営 

ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０ユーザーからの問合せを、電話、ＦＡＸ及びメールで受け付け

る「ＥＴＣお問い合わせ窓口」の運営を行い、ユーザーへのサービス向上を図る。また、

日々「ＥＴＣお問い合わせ窓口」に寄せられる問い合わせ内容を整理分析して、道路事業

者や各関連事業者へ情報共有を行うことで、ＥＴＣ全般のサービス向上に寄与する。 
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４  ＥＴＣ及びＤＳＲＣシステムの高度化、セキュリティ強化 

 

（１）活動方針 

ＥＴＣが今後も安全に利用可能であることを保証するためには、その技術的準備として、

関連する情報セキュリティや暗号技術に関する動向把握が必要である。一般的に、暗号技

術は解析技術や計算機能力の進歩により、その安全性が低下する。継続的な安全確保には、

導入した暗号技術の安全性低下に関する継続的監視と、適切な暗号技術への適時の切替が

必要である。 

また、システム安全性の継続的保証には、システムが用いる暗号技術が危殆化する前に、

安全な暗号技術への移行が必要である。ＥＴＣにおける暗号技術の切替は、関係機材の交

換、更新等を伴い、特に車載器についてはユーザーの買替えによる機材交換を促す必要が

あり、関係者による適切な移行計画の立案及び実施が必要である。 

今年度も引き続き移行計画に基づき、国、道路会社への支援を行う。 

 

（２）ＥＴＣ及びＤＳＲＣシステムのセキュリティ高度化に関する調査研究 

①ＥＴＣの暗号移行に関する整理検討 

国、道路会社と連携し、暗号移行の詳細な検討を行い、有識者や関係機関との調整を

積極的に行い、ＥＴＣの暗号移行が円滑に進むよう継続的に取り組む。 

②ＥＴＣ及びＤＳＲＣに関連する暗号動向の調査等 

ＥＴＣのセキュリティの確保と向上のため、暗号アルゴリズム、セキュリティプロト

コル等の観点から、最新の脅威等を調査し、その対策手法の研究及び安全性の評価を行

う。 

 

（３）ＥＴＣシステムに関する情報安全確保規格の提供とセキュリティの確保 

開示申請者に対し情報安全確保規格を開示する。また、開示を受けている事業者に対す

る同規格書の管理状況等を調査し、セキュリティの確保に努める。 
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５  新たなＩＴＳサービスへの取組み 

 

（１）活動方針 

ＥＴＣ及びＩＴＳを取り巻く環境変化は一段と加速している。各高速道路会社のＥＴＣ

専用化をはじめとする新たな施策やロードマップが公表され新たな料金制度においてＥＴ

Ｃの持続的な活用方針が明示されている。また、諸団体にて、次世代ＩＴＳや自動運転イ

ンフラに関する検討推進、ビジョン共有がなされてきている。他方、諸外国では、所謂有

料道路制度とは異なる道路課金制度導入や、日本とは異なる技術方式による料金収受が

多々観測されている。更には、米国、中国における自律型ロボタクシーの商用導入開始や、

クルマのソフトウェア化（ＳＤＶ：Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｆｉｎｅｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）

等、従来型のＣ－ＩＴＳサービス議論に一石を投じる動きがみられている。 

 

（２）ＥＴＣ２．０プローブ情報の利活用 

ＥＴＣ２．０プローブ情報の利活用を進めるため、過年度の国土技術政策総合研究所と

の「ＥＴＣ２．０データの配信サービスに関する共同研究」の成果を用いて、地方公共団

体などに利用主体を広げ、ニーズを踏まえた提供方法や提供体制などについて関係者の協

力を得ながら検討を進める。また、道路管理分野に加え、交通管理分野における活用可能

性について関係機関と共同して検討を進めるなど、国が進めるＥＴＣ２．０データの利活

用やデータのオープン化の施策について引き続き支援する。 

 

（３）次世代ＥＴＣ・ＩＴＳに関する調査研究 

次世代のＥＴＣ、ＩＴＳを検討する際の基礎資料とすることを目的として、施策、制度、

関連技術等の最新動向について広く調査を行う。 

①国内ＥＴＣ、ＩＴＳ関連サービスに関する基礎調査 

次世代ＥＴＣ・ＩＴＳサービス検討の基礎資料として、国内現行サービス、及び関連

動向を広く調査する。特に、サービス提供者、関連機材提供者、ユーザーの各視点を意

識し、それぞれの視点での訴求点、課題等を抽出、整理する。 

②海外ＥＴＣ・ＩＴＳ技術・制度等に関する動向調査 

国内ＥＴＣ・ＩＴＳの現状理解と次世代サービスの検討を支える基礎資料として、諸

外国におけるＥＴＣ・ＩＴＳに関する各種動向を調査、比較整理する。 

③ＥＴＣ・ＩＴＳに関する最新動向の調査研究 

ＥＴＣ・ＩＴＳの将来に大きな影響を与えうる施策、制度、関連技術等の動向を把握

し、それら変化動向が、国内ＥＴＣ・ＩＴＳに与える影響について検討・評価を行う。 
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６  事業運営・体制の強化 

 

ＥＴＣのＳＰＦを担う役割を果たすため、サイバー攻撃等による事業活動の中断を避けるた

めの情報セキュリティ強化とともに、地震等の災害に備えたＢＣＰをはじめとする事業基盤の

継続及び体制の強化に取り組む。また、ＤＸ活用等による既存業務の生産性の向上、多様で柔

軟な働き方を進め、職場環境の整備に取り組むことにより、やりがい・働きがいのある職場づ

くりを推進する 

 

（１）機構全体のガバナンス堅持 

①情報セキュリティ 

機構全体の情報セキュリティポリシー等に基づく活動を行い、職員の情報セキュリティ

教育、情報発信など意識啓発を継続し、高位平準化を目指した取り組みを実践する。 

また、内部監査や国際規格であるＩＳＯ２７００１の認証審査を受ける等、活動の確

認を行う。 

②コンプライアンス 

本年度も引続き役職員への研修を実施する等、コンプライアンスやハラスメント防止

にかかる意識向上を図る。 

 

（２）やりがい・働きがいのある職場づくりの推進 

多様で柔軟な働き方がより活用できるよう、引続きＤＸ推進等による既存業務の生産性

の向上を図りつつ、職場環境の整備に取り組み、やりがい・働きがいのある職場づくり、

将来を見据えた人材の育成・確保に努める。 
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７  関係機関・事業者等との連携及び交流 

 

（１）ＥＴＣ運用連絡会議、ＤＳＲＣ運用連絡会議 

ＥＴＣ及びＤＳＲＣの品質向上、運用の円滑化、普及並びにセキュリティ確保やＥＴＣ

技術及びＤＳＲＣ技術の活用を推進する。 

①ＥＴＣ運用連絡会議の事務局としてその活動を支援する。 

②ＥＴＣセキュリティ協議体の事務局としてその活動を支援する。 

③ＤＳＲＣ運用連絡会議の事務局としてその活動を支援する。 

 

（２）セットアップ事業者連絡会 

セットアップ事業者の相互の情報交換や連携活動を通じた更なるＥＴＣ及びＥＴＣ２．０

普及促進とセットアップ業務改善を目指し、引続きセットアップ事業者連絡会の事務局と

してその活動を支援する。 

 

 

  




